
 

「京丹後市職員の働き方改革の推進に関する条例」（案）について 

― 市議会６月定例会に提案 ― 

令和５年６月２日 

京丹後市役所  

 

本市は、令和４年度に業務改善・働き方改革プロジェクトチームを組織し、広く職員

の意見を聴取し、ボトムアップによる働き方改革を実施するための取組方針を策定して

参りました。 

この条例は、上記取組を背景としながら、職員の働き方改革の推進に関し、任命権者の

責務等基本的な規範を定めることにより、もって自立発展する地方創生の実現等に寄与す

ることを目的とするものです。 

市議会６月定例会に提案する同条例案の主な内容等は、次のとおりです。 
 

１． 条例案 

別紙「京丹後市職員の働き方改革の推進に関する条例（案）」 

 

２． 趣旨 

職員の公務能率の向上、快適で働きがいのある職場環境づくり等の働き方改革の推進

に関し、任命権者の責務等基本的な規範を定めることにより、もって職員のウェルビ

ーイングの向上を図るとともに、行政運営の効果的かつ効率的な遂行と自立発展する

地方創生の実現に寄与することを目的としています。 

 

３． 条例の主な内容 

（１）快適な職場環境の実現と職員の健康確保（第３条） 

（２）職員の仕事と生活の調和（第４条） 

（３）人材育成等による働きがいのある職場づくり（第５条） 

（４）働き方改革の推進（第６条） 

 

４． 提案に至るまでの経緯 

（１）職員団体説明会   令和５年４月２５日 

（２）パブリックコメント 令和５年４月２８日～５月１９日 

 

５． 参考資料 

資料「業務改善・働き方改革プロジェクト取組方針 ver.1.0」参照 

（右 QRコードより市ホームページにアクセスし、ご確認ください） 

 

 

報道資料 

お問い合わせ先 

 市長公室 人事課 吉岡 

 電話（直通）０７７２-６９-０１５０ 
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（別記） 

京丹後市職員の働き方改革の推進に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。次条において「法」という。）及び京丹後市まちづくり基本条

例（平成１９年京丹後市条例第５０号。以下「まちづくり条例」という。）並びに職員の人事制度に関する規範を踏まえ、職員

の公務能率の向上、快適で働きがいのある職場環境づくり等の働き方改革の推進に関し、任命権者の責務等基本的な規範を定め

ることにより、もって職員のウェルビーイングの向上を図るとともに、行政運営の効果的かつ効率的な遂行と自立発展する地方

創生の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）職員 法第３条第２項に規定する一般職に属する職員をいう。 

（２）職員団体 法第５２条第１項に規定する団体又はその連合体をいう。 

（快適な職場環境の実現と職員の健康確保） 

第３条 任命権者は、快適な職場環境の実現とこれを通じて、職場において職員が安全安心及び健康を確保できるように配慮しな

ければならない。 

（職員の仕事と生活の調和） 

第４条 任命権者は、職員の仕事と生活の調和を図るため、育児、介護等と仕事との両立の支援その他の職場環境の改善を行い、

職員の福祉の増進に努めなければならない。 

２ 任命権者は、前項の目的のため、デジタル技術等の活用、業務の効率化及び組織の効果的な編成、運用等により、職員の多様

な働き方の推進とともに、時間外勤務の縮減及び休暇の取得促進に努めなければならない。 
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（人材育成等による働きがいのある職場づくり） 

第５条 任命権者は、幅広い視野と専門性を持った多彩な人材の確保及び他機関との人事交流並びに職員の計画的な研修等を通

じた人材育成を推進し、職員が相互に高め合い、職務を通じた自己実現を図るなど働きがいのある職場づくりに努めるものとす

る。 

（働き方改革の推進） 

第６条 市長は、本条例の目的を達成するため、職員及び職員団体の意見を聴取しつつ、職員の働き方改革に資する取組を総合的

かつ計画的に推進するものとする。 

２ 職員は、まちづくり条例第１７条で定める責務を踏まえ、自らも働き方改革の実践者であることを自覚し、積極的に取り組む

ものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


